
判決　平成１４年５月２１日　神戸地方裁判所　平成１３年(レ)第１３２号　貸金
等請求控訴事件（原審　神戸簡易裁判所平成１３年(ハ)第１３３８号）
主　　　　　　　　　文
　１　原判決を次のとおり変更する。
　　　被控訴人は，控訴人に対し，３７万７７２６円及びこれに対する平成１４年
１月１１日から支払済みまで年３０パーセントの割合による金員を支払え。
　２　訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。
　３　この判決は，金員の支払を命ずる部分に限り，仮に執行することができる。
　　　　　　　　　　　　　事　実　及　び　理　由
第１　当事者の求めた裁判
　　　控訴の趣旨
　　　主文同旨（なお，控訴人は，当審において，被控訴人が後記争いのない事
実(6)のとおり弁済したと主張して，これに合わせて請求の趣旨を減縮した。）。
第２　当事者の主張
      当事者双方の主張は，次のとおり改めるほか，原判決事実摘示（第２）のと
おりであるから，これを引用する。
  １　原判決の補正
    (1)　原判決１頁２２行目の「（」の次に「平成１１年法律第１５５号による改
正前のもの。」を加え，同行目の「貸金業法」を「「貸金業法」」に改め，同２３
行目の「という」の次に「。」を加え，同２４行目の「原告計算書」を「「控訴人
計算書」」に改め，同行目の「という」の次に「。ただし，平成１２年１２月１５
日と平成１３年２月２８日の「計算根拠」欄に記載された損害金の年率を表す
「０．３９８」は，いずれも「０．３６５」の誤記と認める。」を加える。
    (2)　同２６行目の「利息制限法」の次に「（平成１１年法律第１５５号による
改正前のもの。以下同じ。）」を加える。
    (3)　同２頁１行目の「含む」の次に「。」を加える。
    (4)　同２行目の「３条」の次に「１項」を加え，同行目の「ある」の次に
「（甲１，２）」を加える。
    (5)　同３行目の次に行を改めて「控訴人は，平成１０年９月２４日，Ａ（１審
被告）に対し，業として３８０万円を次の約定で貸し渡し，同日，被控訴人との間
で，上記貸金債務につき，連帯保証契約を締結した。」を加える。
    (6)　同１１行目の「同法施行規則」の次に「（平成１０年総理府・大蔵省令第
５７号による改正前のもの。以下同じ。）」を加え，同１３行目の「交付した」の
次に「（甲３，４）」を加え，同行目の「。」の次に「同説明書の第２項には，利
息の計算式が記載されているほか，「尚約定支払日が土曜，日曜，祝日，振替休
日，12月31日から１月３日，その他債権者の休業日に当たる日は翌営業日を支払日
とします。」と記載されている。また，同説明書の第６項には，「期限後は損害金
を残元本に対し年率３６．５０％の割合で債務完済日の前日まで支払います。但
し，債権者は毎月２０日までに支払われた損害金については一部を免除し，２９．
８０％としますが，この取扱いは期限を猶予するものではありません。」と記載さ
れている（甲４）。」を加える。
    (7)　同１４行目の「被告は，」の次に「控訴人に対し，」を加え，同行目の
「利息，」から同１５行目の「弁済をした。」までを「金員を入金した（甲６ない
し３２，甲３３，３４の各２，各３，甲３５ないし３９の各２，甲４０の２，３，
甲４１ないし４９の各２）。」に改める。
    (8)　同１６行目の「弁済」を「入金（ただし，平成１１年４月２６日の１４万
９１０３円の入金を除く。）」に改め，同行目の「弁済者」の次に「（Ａ又は被控
訴人）」を加え，同行目から同１７行目にかけての「貸金業法１８条に定める」を
削り，同行目の「受取証書」を「領収書兼利用明細書」に改め，同行目の「交付し
た」の次に「（甲６ないし３２，甲３３，３４の各２，各３，甲３５ないし３９の
各２，甲４０の２，３，甲４１ないし４９の各２）」を加える。
    (9)　同行目の次に行を改めて「(6)　被控訴人は，当審において，控訴人に対
し，本判決別紙利息制限法に基づく計算表記載のとおり弁済した（弁論の全趣
旨）。」を加える。
    (10)　同１９行目の次に行を改めて，同３頁２行目から同１０行目までの記載
を次のとおり改めたうえ挿入する。
    　ア　同３行目の「ア　」の次に「控訴人の送付した受取証書にはすべて」を
加え，同行目から同４行目にかけての「貸金業法施行規則」の次に「１５条２項」



を加える。
      イ　同５行目の「利率を」を「年率を基準日の前後で」に改める。
    (11)　同２頁２１行目の「原告は，」の次に「Ａ及び被控訴人から」を加え，
同２２行目の「書面には」を「すなわち，控訴人が交付した領収書兼利用明細書に
は」に改め，同２３行目の「よって，」の次に「上記領収書兼利用明細書は，」を
加え，同２４行目の「有しない」の次に「から，同法４３条の適用はない」を加え
る。
    (12)　同３頁１１行目の「期限の利益喪失」の次に「の有無」を加える。
    (13)　同行目の次に行を改めて，同１８行目から同２７行目までの記載を次の
とおり改めたうえ挿入する。
      ア　同１９行目の「平成１０年１０月２０日の」を「平成１０年１０月２０
日に支払うべき元金の」に改め，同２０行目の「約定」を「同日の経過をもって，
約定（金銭消費貸借契約証書（甲３）及び貸付契約説明書（甲４）の各第５項）」
に改め，同２１行目の「原告は」から同２２行目の「ものではない。」までを削
る。
      イ　同２７行目の次に行を改めて「被控訴人は，控訴人が期限の利益喪失の
主張もせず，その後の弁済を異議なく受領していたと主張するが，控訴人は，その
後の支払についてはすべて利息ではなく遅延損害金として支払を受け，受取証書に
もその旨を記載しているし，期限の利益喪失後の損害金の受領も，Ａ及び被控訴人
が全額の一括返済ができないので，事実上の一部入金として受領しただけであ
る。」を加える。
    (14)　同１６行目の「期限」の次に「の利益」を加える。
  ２　控訴人の当審における主張
    (1)　貸金業法４３条の解釈について
        最高裁平成２年１月２２日判決は，「法の趣旨」から説き起こし，「利息
として任意に支払った」の意義につき厳格すぎる有力説を排斥したが，上記判決が
「法の趣旨」に言及しているのは，契約書面及び受取証書の記載事項が貸金業法１
７条及び同法１８条の所定事項，更に，大蔵省令の所定事項，銀行局長通達の所定
事項のすべてを網羅していること，また，その記載事項が寸分違わず一致している
ことを要するというような杓子定規な解釈適用ではなく，事案に即した幅のある弾
力的な解釈適用を肯認する趣旨である。最高裁平成１１年３月１１日判決も，同様
の考え方である。
        敷衍すれば，杓子定規な文理解釈に偏すれば，かえって法の実効性が損な
われるおそれがあり，むしろ個々の法規が保護しようとしている資金需要者の利益
を具体化し，そのうえで資金需要者の現実的な利益保護という法の目的が達せられ
る限りにおいて，貸金業者に対し一方的に酷とならないような解釈適用がされるべ
きである。
    (2)　受取証書への損害金の年率の記載について
        そもそも，同法１８条１項４号は，「受領金額及びその利息，賠償額の予
定に基づく賠償金又は元本への充当額」の記載を受取証書の要件として定めている
が，賠償額の年率の記載をも要求するものではない。
        控訴人の交付している受取証書には，「受領金額，利息，損害金及び元金
への充当額」が記載されており，同条の要件に欠けるところはない。
        損害金の計算は，金銭消費貸借契約証書（甲３）及び貸付契約説明書（甲
４）の各第６項の定めにより容易に算出することができる。
    (3)　「利息又は損害金として」の意義について
      ア　最高裁平成２年１月２２日判決は，「利息又は損害金として」の意義に
つき，債務者が利息の契約に基づく利息又は賠償額の予定に基づく賠償金の支払に
充当されることを「認識」していれば足りる旨を判示した。
          したがって，同法４３条の「利息又は損害金として」支払ったといえる
ためには，「債務者が入金に際し，そのうちいくらが元金，損害金に充当されるか
を，事前に認識して」支払うことまでは必要ではなく，「利息の契約に基づく利息
又は賠償額の予定に基づく賠償金の支払に充当されることを認識して」支払をすれ
ば足りるのである。
      イ　本件においては，次のとおり，各支払のいずれの場合においても，被控
訴人及びＡが上記のとおり認識して支払をしたことは明らかである。
        (ア)　貸付契約説明書（甲４）には，元利分割金の支払方法のほか，利息
及び損害金の利率が明記されていて，利息及び損害金の支払方法等について誰にで



も分かりやすい説明がされている。
            さらに，契約書作成に際しては，毎月の支払日，支払期間，利息及び
損害金の利率について，Ａに契約書上に手書きさせて，より強く契約内容の認識を
深めさせる工夫がされている。
        (イ)　償還表（甲５）では，返済回数と時期を追っていつころにはいくら
の利息を返済することになるのか，具体的な数字として目に見えるように表現し
て，返済計画に役立つような工夫がされている。
        (ウ)　債務者から銀行振込みがあった場合，控訴人は，その弁済があった
都度直ちに，内容が分かりやすい領収書兼利用明細書を送付または直接手渡しして
いる。
            これを見れば，自分の支払の充当内容と残債務の内容は一目瞭然であ
り，被控訴人及びＡはこれに対して一度も異議を述べずに，更に数回支払を継続し
た。
    (4)　受取証書の郵送について
        弁済から二，三日後に受取証書が債務者に郵送される点については，債務
者が銀行振込みという支払方法を選択する以上，入金確認や受取証書発送のための
事務等によりある程度の日数を要することは，債権者・債務者双方にとって通常の
予測の範囲内の事柄というべきである
        本件においては，契約締結時に，被控訴人及びＡが，各回の返済期日や支
払額及びその充当関係を記載した貸付契約説明書（甲４）及び償還表（甲５）の交
付を受けていることからすれば，弁済から受取証書の交付までに数日程度の間隔が
あったとしても，被控訴人及びＡが，弁済額のうち利息・損害金にいくら充当され
たかを確認するのに支障が生じるとはいえない。
第３　証拠
　　　証拠の関係は，本件訴訟記録中の原審及び当審における書証目録及び証人等
目録記載のとおりであるから，これらを引用する。
第４　当裁判所の判断
　１　当審における審判の対象は，控訴人の本訴請求のうち原審において一部敗訴
した部分（２７万３９７８円及びこれに対する平成１４年１月１１日から支払済み
まで年３０パーセントの割合による金員の支払請求）であるから，当該部分の請求
の当否について判断する。
　２　貸金業法１８条１項所定の「受取証書」該当性について
　　(1)　当審で引用した原判決第２の１の争いのない事実(5)によれば，控訴人
は，Ａ及び被控訴人による入金（ただし，平成１１年４月２６日の１４万９１０３
円の入金を除く。）の都度，直ちに，弁済者（Ａ又は被控訴人）に対し，領収書兼
利用明細書を交付しているところ，証拠（甲６ないし３２）によれば，これらの書
面には，契約番号，受領合計金額，「正に受領しました」との文言，利息の年率，
期間及び充当額，損害金の期間及び充当額，元金充当額，受領年月日，被控訴人が
債務の弁済をした場合においては，その氏名並びに弁済後の残存債務の合計額等が
記載されていることが認められる。そうすると，上記各書面が貸金業法１８条１
項，同法施行規則１５条にいう受取証書に当たることは明らかである（なお，平成
１３年２月２８日の入金については，被控訴人が控訴人の担当者から電話で支払を
求められたので，知人に連絡し，その知人が代わりに入金したものである（甲７
３）から，控訴人が受取証書を交付すべき「当該弁済をした者」（同法１８条１項
本文）は被控訴人である。）。
　　　　また，平成１１年４月２６日の１４万９１０３円の入金については，控訴
人が弁済者であるＡに受取証書を交付したことを直接証明する証拠はないものの，
前記認定のとおり，他の入金についてはすべて受取証書が交付されていること，控
訴人は，その業務の過程において，入金を受けたことを確認した場合，領収書兼利
用明細書を発行し，入金日の翌営業日の午前中までにこれを発送していること（甲
３３，３４の各２，各３，甲３５ないし３９の各２，甲４０の２，３，甲４１ない
し４９の各２，甲７２）からすると，控訴人は，同日の入金後，直ちに，Ａに受取
証書を交付したものと推認するのが相当である。
　　(2)　もっとも，領収書兼利用明細書には，損害金の年率は記載されていない
（甲６ないし３２）が，その記載は法令上要求されていないから，その記載がない
からといって，これらの書面が同法１８条１項，同法施行規則１５条にいう受取証
書に当たらないということはできない。すなわち，貸金業者に受取証書の交付を義
務づける同法条の趣旨は，資金需要者等の利益の保護などを図るという目的に出た



ものであるところ，上記各書面には，利息，損害金又は元金への充当額が記載され
ているのであって，損害金の年率が記載されていなくても，Ａ又は被控訴人が上記
消費貸借契約又は上記連帯保証契約に基づく支払の充当関係が不明確であることな
どによって不利益を被るおそれはないから，上記各書面は，同法条にいう受取証書
として，その記載事項に欠けるところはなく，同法条の趣旨に合致するものという
ことができる。
　　　　ただ，損害金の年率の記載がなければ，これらの書面のみをもってして
は，控訴人の充当計算が果たして正確であるか否かを確認することはできないが，
当審で引用した原判決第２の１の争いのない事実(3)によれば，貸付契約説明書（甲
４）の第２項には，利息の計算式が記載されているほか，「尚約定支払日が土曜，
日曜，祝日，振替休日，12月31日から１月３日，その他債権者の休業日に当たる日
は翌営業日を支払日とします。」と記載され，また，その第６項には，「期限後は
損害金を残元本に対し年率３６．５０％の割合で債務完済日の前日まで支払いま
す。但し，債権者は毎月２０日までに支払われた損害金については一部を免除し，
２９．８０％としますが，この取扱いは期限を猶予するものではありません。」と
記載されているのであって，損害金の年率が２通りある点や支払日が必ずしも毎月
２０日とは限らない点で複雑ではあるものの，それぞれの年率とそれぞれに対応す
る日数をもとに，控訴人の充当計算が正確であるか否かを確認することは可能であ
るから，上記各書面に損害金の年率の記載がないことは，なんら異とするに足りな
いものというべきである。
　　(3)　被控訴人は，控訴人が交付した領収書兼利用明細書には契約年月日の記載
がないから，これは同法１８条１項にいう受取証書に当たらない旨主張する。
　　　　しかしながら，同法施行規則１５条２項は，「当該弁済を受けた債権に係
る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって，」契約年月日の記
載に代えることができる旨規定しているところ，上記領収書兼利用明細書に記載さ
れている契約番号は，金銭消費貸借契約証書（甲３）に記載されている契約番号と
一致していることが認められる（甲３，６ないし３２）から，上記領収書兼利用明
細書には上記消費貸借契約が契約番号により明示されているというべきである。
　　　　したがって，被控訴人の上記主張は理由がない。
　　(4)　以上によれば，控訴人は，Ａ及び被控訴人による入金の都度，直ちに，弁
済者（Ａ又は被控訴人）に対し，同法１８条１項，同法施行規則１５条にいう受取
証書を交付したものと認められるから，この点に関する控訴人の主張は理由があ
る。
　３　任意性の点について
　　(1)　貸金業法４３条３項にいう「債務者が賠償として任意に支払つた」とは，
債務者が賠償額の予定に基づく賠償金の支払に充当されることを認識した上，自己
の自由な意思によってこれを支払ったことをいい，債務者において，賠償金又は元
本への充当額や充当後の賠償金の残額をあらかじめ認識していることを要しないと
解するのが相当である（最高裁昭和６２年(オ)第１５３１号平成２年１月２２日第
二小法廷判決・民集４４巻１号３３２頁参照）。
　　(2)　そして，当審で引用した原判決第２の１の争いのない事実(2)ないし(5)及
び証拠（甲３ないし５，７ないし１５，７１）によれば，金銭消費貸借契約証書
（甲３）及び貸付契約説明書（甲４）には，期限の利益喪失や賠償額の予定に関す
る定めが記載されていること，償還表（甲５）には，毎月支払うべき利息及び元金
の額が記載されていること，控訴人の担当者であるＢは，上記消費貸借契約締結の
際，Ａに対し，上記各書面の内容を説明した上，上記各書面を交付したこと，平成
１０年１０月２０日の入金による元金充当額（４万００３０円）が約定の元金支払
額（６万３０００円）に満たなかったため，Ａが控訴人の担当者に電話をかけたと
ころ，担当者は，翌日一定の額を支払えば元金充当額が６万３０００円になること
を伝えたが，翌日入金がなかったため，Ａ及び被控訴人は期限の利益を喪失し，結
局，同月２６日，Ａから上記担当者が伝えた金額（２万４９３０円）が入金された
こと，Ａは，その後，控訴人に支払うべき金額が償還表（甲５）と一致しなくなっ
たため，控訴人の担当者に電話で損害金の額を確認した上で入金していたこと（元
金充当額が約定の元金支払額である６万３０００円になるように入金したこともあ
った。），Ａに交付された領収書兼利用明細書には，損害金充当額及び損害金の期
間が記載されているとともに，「充当項目，又は金額に異存のある場合は，善処致
しますので至急ご連絡下さい。」と記載されていること，Ａは，これらの書面を受
領した後も，同年１１月３０日から平成１１年１０月５日までの間，控訴人に対



し，一度も異議を述べることなく，継続して金員を入金していたことがそれぞれ認
められる。
　　　　これらの事実を総合すると，Ａが控訴人に対してした平成１２年２月３日
以降の入金は，いずれもＡが賠償額の予定に基づく賠償金の支払に充当されるもの
であることを認識した上，自己の自由な意思によってなされたものであることが明
らかである。
　　(3)　また，前記認定のとおり，平成１３年２月２８日の入金については，被控
訴人が控訴人の担当者から電話で支払を求められたので，知人に連絡し，その知人
が代わりに入金したものであるところ，一般に連帯保証人が債権者から支払を求め
られた場合には，主債務者が貸金債務につき元金又は利息の支払を遅滞しているこ
とは容易に推察することができるから，上記連帯保証契約締結の際，被控訴人がＣ
からＡと同様の説明を受けたこと（甲７１）をも併せ考慮すると，上記の入金は，
被控訴人において賠償額の予定に基づく賠償金の支払に充当されるものであること
を認識した上，自己の自由な意思によってなされたものであることが明らかであ
る。
　　　　さらに，前記の事情のほか，上記の入金後に被控訴人に交付された領収書
兼利用明細書には，損害金充当額及び損害金の期間が記載されているとともに，
「充当項目，又は金額に異存のある場合は，善処致しますので至急ご連絡下さ
い。」と記載されていること（甲３０，３１），被控訴人が平成１３年４月２７日
の入金後に領収書兼利用明細書を受領した際，控訴人の担当者に対し，充当関係に
ついて何も尋ねなかったこと（甲７３），被控訴人が控訴人姫路支店に現金を持参
したこと（甲３２，７２，７３）などの事情をも併せ考慮すると，同日の入金も，
被控訴人において賠償額の予定に基づく賠償金の支払に充当されるものであること
を認識した上，自己の自由な意思によってなされたものであることが明らかであ
る。
　　(4)　したがって，平成１２年２月３日以降のＡ及び被控訴人から控訴人への入
金は，いずれも同法４３条３項にいう「債務者が賠償として任意に支払つた」もの
と認めるのが相当であるから，この点に関する控訴人の主張は理由がある。
　４　結論
　　　以上によれば，Ａ及び被控訴人から控訴人への入金については，貸金業法４
３条３項，同条１項が適用されるから，利息制限法４条１項に定める賠償額の予定
の制限額である年３割を超える部分の支払は，有効な賠償金の債務の弁済とみなさ
れる。
　　　したがって，控訴人は，被控訴人に対し，上記連帯保証契約に基づき，原判
決別紙控訴人計算書及び本判決別紙利息制限法に基づく計算表記載のとおり，残元
本３７万７７２６円及びこれに対する弁済期が経過した後である平成１４年１月１
１日から支払済みまで約定のうち利息制限法所定の限度である年３０パーセントの
割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
第５　結語
      よって，控訴人の本訴請求のうち原審において控訴人敗訴の請求部分は理由
があるから，これを認容すべきであるところ，これと異なり，当該請求部分を棄却
した原判決は一部不当であるから，原判決主文第１項を本判決主文第１項掲記のと
おり変更することとし，訴訟費用の負担について民訴法６７条２項前段，６１条
を，仮執行の宣言について同法２５９条１項をそれぞれ適用して，主文のとおり判
決する。
　　　神戸地方裁判所第六民事部
　　　　　　　裁　判　長　裁　判　官　　　　　松　　　村　　　雅　　　司
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